
記 入 例 

 

 
 資産の所在などが分かる場合には、以下についてもご記入ください。 

固
定
資
産 

の
表
示
等 

区分 所在地番 家屋番号 

土地・家屋 岩手県下閉伊郡岩泉長岩泉字惣畑59番地５ ― 

土地・家屋 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地５ ５９－５ 

土地・家屋   

 ※この届出で相続登記が完了するものではありません。 

  相続人の範囲については裏面をご参照ください。 

現 所 有 者 申 告 書 

令和  年  月  日  

岩 泉 町 長 あて 

届出人 住所 岩泉町岩泉字惣畑59番地５ 

                      氏名 岩泉 一郎        

                      電話番号 0194-22-2111 

固定資産課税台帳に登録されている下記の所有者が死亡したため、岩泉町税条例第71条の

４の規定に基づき、地方税法第384条の３に規定する「現所有者」を次のとおり申告いたし

ます。 

（
死
亡
者
） 

所
有
者 

氏名 
（ふりがな）いわいずみ たろう       死亡年月日 

    岩泉 太郎 令和 年  月  日 

住所 
〒027-0595 

 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地５ 

現
所
有
者
（
相
続
人
） 

相
続
人
代
表
者 

氏名 
（ふりがな）いわいずみ はなこ 生年月日 死亡者との続柄 

 岩泉 花子      年 月 日 妻 

住所 
〒027-0595 
  岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地５ 

個人番号（右詰）              電話番号 0194-22-＊＊＊＊ 

 
 
 

相
続
人
代
表
者
以
外
の
相
続
人 

氏名 
（ふりがな）いわいずみ いちろう 生年月日 死亡者との続柄 

 岩泉 一郎     年 月 日 子 

住所 
〒 
      同上 

個人番号（右詰）              電話番号 090-＊＊＊＊-＊＊＊＊ 

氏名 

（ふりがな）いわいずみ じろう 生年月日 死亡者との続柄 

岩泉 二郎     年 月 日 子 

住所 
〒020-〇〇〇〇 
  岩手県盛岡市〇〇番〇〇号 

個人番号（右詰）              電話番号 080-＊＊＊＊-＊＊＊＊ 

氏名 
（ふりがな）いわいずみ ごろう 生年月日 死亡者との続柄 

     岩泉 五郎      年 月 日  子の子 

住所 
〒142-△△△△ 
  東京都品川区△△番△△号 

個人番号（右詰）              電 話 番 号 0194-＊＊-＊＊＊＊ 

備考欄 

書
類
を
届
け
出
る
方
が

ご
記
入
下
さ
い
。 

 

納
税
通
知
書
を
受
け
取
る
代
表
者

に
つ
い
て
ご
記
入
下
さ
い
。 

 

他
の
相
続
人
が
い
る
場
合
は

ご
記
入
く
だ
さ
い
。 



相続人の範囲 
 

 

 

 

 

                              

                             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相続の範囲について】 

① 相続人には順位があり、優先の相続人がいる限り、後の相続人には相続権はないことに 

なります。（第１順位が存命の場合、第２、第３順位の相続人は相続権がない） 

② 配偶者は順位に関係なく、存命であれば常に相続人となります。 

③ 被相続人に対して、「子の妻」、「子の夫」等に相続権はありません。 

※この届出は、町税に対する書類であり、実際の相続に関し効力はありません。 

 

配偶者、子、孫（子の子） 第１順位 

父母 第２順位 

兄弟姉妹、甥姪 第３順位 

 

その他ご不明な点がありましたら、税務出納課資産税室までお問合せください。 

第 ２ 順 位 

第 ３ 順 位 

父 ・ 母 

被 相 続 人 

亡 く な ら れ た 方 

兄 弟 ・ 姉 妹 

甥 ・ 姪 

配 偶 者 

子 

孫（子の子） 

ひ 孫 

第 １ 順 位 

第１順位なし

し 

 

配偶者 

人数で按分 

２分の１を人数で按分 

 

２分の１ 

子 


